
いわき市共に創る健康づくり推進条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、市民の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、並びに

市民、地域団体、事業者、保健医療等関係者（以下「市民等」という。）及び

市の役割を明らかにするとともに、市民の健康づくりの推進に関する基本的な

事項を定めることにより、市民の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、も

って全ての市民が生涯にわたり心身ともに健康で生き生きと生活ができる健康

長寿社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 市民 次に掲げる者をいう。 

ア 市の区域内に居住する者 

イ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

ウ 市の区域内に存する学校に在学する者 

⑵ 地域団体 市の区域内で活動を行う団体であって営利を目的としないもの

をいう。 

⑶ 事業者 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団

体をいう。 

⑷ 保健医療等関係者 保健、医療、福祉等に係る業務を行う者及びこれらの

者で組織する団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 市民の健康づくりは、市民等及び市が共に創ることを基本として行われ

なければならない。 

２ 市民の健康づくりの推進は、市民等のそれぞれが健康づくりに関する関心及

び必要な知識を持ち、自らの心身の状態に応じた健康づくりに生涯にわたって

主体的に取り組むことを基本として行われなければならない。 

３ 市民の健康づくりの推進は、市民の健康に関わる社会環境の整備及び向上に

取り組むことを基本として行われなければならない。 



４ 市民の健康づくりの推進は、市民等及び市が相互に連携し、及び協力するこ

とを基本として行われなければならない。 

（市民等の役割） 

第４条 市民等は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、市民等が実施する健康づくりに資する活動及び市が実施する市民の健康

づくりの推進に関する取組に主体的に参加するよう努めるものとする。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、健康づくりに関する必要な知識を習得す

るとともに、健康診査等の受診その他の方法により適宜自己の健康状態を把握

しながら、継続して自らの心身の状態に応じた健康づくりに取り組むよう努め

るものとする。 

（地域団体の役割） 

第６条 地域団体は、基本理念にのっとり、その活動を行うに当たっては、市民

の健康づくりに配慮するよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、従業員の健康が経営の基盤となること

を認識し、従業員の健康づくりに主体的に取り組むよう努めるものとする。 

（保健医療等関係者の役割） 

第８条 保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、市民の健康づくりに資する

情報を提供し、市民が保健医療等に係るサービスを適切に受けられるよう努め

るものとする。 

（市の役割） 

第９条 市は、基本理念にのっとり、市民の健康づくりの推進に関する施策を策

定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、市民等の意見を反

映させるよう努めるものとする。 

３ 市は、第１項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、国、福島県及び

他の市町村と連携を図るよう努めるものとする。 

４ 市は、基本理念にのっとり、市民等に対して、市民の健康づくりに関する情

報の提供その他必要な支援を行うものとする。 



（市民の健康づくりの推進に関する計画の策定等） 

第10条 市は、市民の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するため、市民の健康づくりの推進に関する計画（以下この条及び次条第２項

第１号において「計画」という。）を定めるものとする。 

２ 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

⑴ 市民の健康づくりの推進に関する基本方針 

⑵ 市民の健康づくりの推進に関する指標及び目標 

⑶ 市民の健康づくりの推進に関する施策 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市民の健康づくりの推進に関する施策を総合

的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 市は、計画を定めるに当たっては、市民等の意見を聴くものとする。 

４ 市は、計画の進行管理に合わせて５年ごとに第２項第２号に掲げる事項を評

価し、必要に応じて当該事項の見直しを行うものとする。 

（健康いわき推進会議） 

第11条 市民の健康づくりの推進に関し、必要な事項を調査審議するため、健康

いわき推進会議（以下この条において「推進会議」という。）を置く。 

２ 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議する。 

⑴ 計画に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、市民の健康づくりの推進に関する事項 

３ 推進会議は、委員20人以内で組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 保健医療等関係者 

⑶ 関係行政機関の職員 

⑷ 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 



（財政上の措置） 

第12条 市は、市民の健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財

政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


